
一般国道２号（岩国市玖珂町玖珂地内及び同玖珂

町廿木地内）の通行規制基準の解除について

一般国道２号岩国市玖珂町玖珂、同玖珂町廿木地内に

おいて、平成３０年７月豪雨による被災後雨量に伴う通行

規制基準を設定し運用しておりましたが、災害復旧に関す

る工事等が完了したため、通行規制基準を解除します。

い わ く に く が

○ 事前通行規制区間とは、法面の崩落等の災害が発生する前に、通行規制基準に基づき

事前に通行規制を行う区間のことです。
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